
注意事項
・本届出書に基づく変更内容が適用された通知書の発送日は以下のとおりです。
　本届出書の受付日が１５日までの場合　　➡ 翌月の１０日前後に通知発送
　本届出書の受付日が１６日以降の場合　　➡ 翌々月の１０日前後に通知発送

・「電子のみ」を選択した場合、書面での通知は送られません。
・「書面のみ」を選択した場合、電子での通知は送られません。
・本届出書で変更できるのは富士市からの特別徴収税額通知の受取方法と通知先メールアドレスの変更です。
　他市区町村についてはそれぞれの市区町村の住民税担当へ問合せください。

【送付先】 〒417-8601
　静岡県富士市永田町１丁目１００番地　　富士市役所　財政部市民税課 （TEL　0545-55-2734）

特別徴収税額決定・変更通知
受取方法・メールアドレス変更届出書 1．現年度　　2．新年度　　3．両年度※市処理欄

メールアドレス
(変更がなければ記

入は不要)

※o(オー）0（ゼロ）、-（ハイフン）_（アンダーバー）、l（エル）1（イチ）Ｉ（アイ）、b（ビー）6（ロク）などの区別がつくように、記載をお願いします。

受　取　方　法
(事業所通知用)

□電子のみ　　  　　 　□書面のみ　 □電子のみ　　  　　　　□書面のみ　

受　取　方　法
(従業員通知用)

□電子のみ　　  　　 　□書面のみ □電子のみ　　  　　　　□書面のみ

電　話

事項 変更前（旧） 変更後（新）

名　　　称
（氏　　名）

担当者
連絡先

法人番号

係

代　表　者
職　氏　名 氏　名

あて先　　　富士市長

　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　提出

（
特
別
徴
収
義
務
者

）

給
与
支
払
者

所　在　地
（住　　所）

特別徴収義務者
指　定　番　号


